
　
　
　
　
　
　
　
　
依

頼

書

　
私
は
、
令
和
　
　
年
　
　
月
　
　
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
及
び
参
議
院
鳥
取
県

及
び
島
根
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
投
票
を
、
当
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
お
い
て

行
い
ま
す
か
ら
、
投
票
用
紙
及
び
投
票
用
封
筒
の
請
求
を
依
頼
し
ま
す
。

令
和
　
　
　
年
　
　 
月
　
　 

日住

所

選
挙
人
名
簿
に
記
載

さ
れ
て
い
る
住
所

選
挙
人
氏
名 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
生

様

備
　
考
一
　
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
又
は
参
議
院
鳥
取
県
及
び
島
根
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
の
請
求
を
依
頼

す
る
場
合
は
、
本
文
中
の
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
」
又
は
「
参
議
院
鳥
取
県
及
び
島
根
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
」
の

い
ず
れ
か
請
求
し
な
い
方
を
抹
消
す
る
こ
と
。

　
　
　
二
　
選
挙
人
氏
名
欄
に
選
挙
人
が
自
署
し
た
場
合
は
押
印
は
不
要
で
あ
る
こ
と
。



（
請
求
書
甲
用
紙
）

　
　
　
　
　
　
　
請

求

書

　
次
の
選
挙
人
は
、
令
和
　
　
年
　
　
月
　
　
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
及
び
参
議
院
鳥
取
県

及
び
島
根
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
当
日
、
当
　
　
　
　
　
　
　
　
に
あ
る
た
め
、
当

に
お
い
て
投
票
す
る
見
込
み
で
あ
り
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
条
第
四
項
（
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
条
第
四
項
）
の
規
定
に
よ
る
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
選
挙
人
に
代
わ
っ
て
、
投

票
用
紙
（
船
員
の
不
在
者
投
票
用
紙
）
及
び
投
票
用
封
筒
の
交
付
を
請
求
し
ま
す
。

令
和
　
　 

年
　
　 
月
　
　 

日

住

所

施
設
名
及
び
職
名

氏

名

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
様



令和　　年　　月　 日

　　　　　　　　選挙管理委員会委員長　様

　　　　　　　　　　　　 不在者投票管理者
　　　　　　　　　　　　　　　 職　名
　　　　　　　　　　　　　　　 氏　名

第27回参議院議員通常選挙における不在者投票について（送付）

　　　　このことについて、下記のとおり執行しましたので、公職選挙法施行令第60条の
　　　規定により不在者投票を別添のとおり送付します。

記

１　投票用紙及び投票用封筒の精算内訳

区 分
参議院鳥取県及び島根県
選 挙 区 選 出 議 員 選 挙 参議院比例代表選出議員選挙

投票用紙 封　　筒 投票用紙 封　　筒

一括請求

受 領 枚 数

使 用 枚 数

残 り 枚 数

投票者数ⓐ 人 人

個別請求 投票者数ⓑ 人 人

合計投票者数（ⓐ+ⓑ） 人 人

不在者投票証明書 通

２　不在者投票用紙等請求書兼送付書（乙用紙）
　　別紙№１から№　　　 のとおり。

（
送
付
書
甲
用
紙
）



第27回参議院議員通常選挙
不在者投票用紙等請求書兼送付書（乙用紙） （№　　　　 ）

〔施設名　　　　　　　　　　　　　　　〕

選 挙 人 氏 名
（生年月日）

選挙人名簿に登録されている住所 備　 考 投票年月日
鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙 比例代表選出議員選挙 選挙人名簿
請求区分 投票状況 請求区分 投票状況 （※市町村選挙管理委員会の記入欄）
一括 個別 本人 代理 一括 個別 本人 代理 投票区 頁 番号

（　　年　　月　　日）

（　　年　　月　　日）

（　　年　　月　　日）

（　　年　　月　　日）

（　　年　　月　　日）

（　　年　　月　　日）

（　　年　　月　　日）

（　　年　　月　　日）

（　　年　　月　　日）

（　　年　　月　　日）

【指定病院等における留意事項】
　１本表は、投票用紙等の請求先の市町村ごとに別葉で作成すること。（必要に応じて複写しておくこと。）
　２投票用紙等を請求する場合は、太線枠の中の欄のみを記入すること。
　３選挙人から公職選挙法施行令第50条第３項の申立てがあった場合には、備考欄に「点字」と記載すること。
　４選挙人名簿の欄は何も記入しないこと。
　５鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙又は比例代表選出議員選挙のいずれか一方のみの請求の依頼があったときは、備考欄に「鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙のみ」等と記載すること。
　６市町村選挙管理委員会に投票用紙等を送付する場合は、二重線枠で囲まれた欄のみを記入すること。（請求区分及び投票状況は、該当するものに○印をつけること。）
　　なお、投票をしなかったため投票用紙等を返還する者については、投票状況の欄に「返還」と記載すること。

【市町村選挙管理委員会における留意事項】
　１投票用紙等の請求があった場合、その登録の有無について選挙人名簿欄に記載（登録されていない場合等はその旨記載し、選挙人氏名を二重線で見え消しすること。）すること。（必要に応じて複写しておくこと。）
　２投票用紙等の交付の際は、本表を添えて交付すること。


